
 
 

富 士 山 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 推 進 パ ー ト ナ ー 事 業 実 施 要 領  

１  趣 旨  

  富 士 宮 市 は 、 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ （ 持 続 可 能 な 開 発 目 標 ） の 目 標 達 成 、 持 続 可

能 な ま ち の 実 現 に 向 け て 、 市 民 、 事 業 所 ・ 団 体 等 と 市 が 一 丸 と な っ て

Ｓ Ｄ Ｇ ｓ に 取 り 組 む た め 、 富 士 山 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 推 進 パ ー ト ナ ー 事 業 （ 以 下

「 事 業 」と い う 。）を 実 施 す る も の と し 、そ の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、

こ の 要 領 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

２  事 業 の 内 容  

事 業 は 、 富 士 山 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 推 進 パ ー ト ナ ー （ 以 下 「 パ ー ト ナ ー 」 と い

う 。）を 募 集 し 、市 の ホ ー ム ペ ー ジ 等 で 取 り ま と め 、公 表 す る こ と に よ

り 、 本 市 の Ｓ Ｄ Ｇ ｓ の 達 成 に 向 け た 活 動 を 促 進 す る と と も に 、 本 市 の

Ｓ Ｄ Ｇ ｓ の 取 組 状 況 を 市 内 外 に 向 け て 情 報 発 信 す る こ と に よ り 実 施 す

る 。  

３  事 業 の 対 象 者  

事 業 の 対 象 者 は 、 次 に 掲 げ る 全 て の 要 件 を 満 た す 事 業 所 ・ 団 体 等 と

す る 。  

⑴   富 士 宮 市 及 び 多 様 な ス テ ー ク ホ ル ダ ー と の 連 携 、協 働・協 力 を 心

掛 け 、 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ の 推 進 及 び 普 及 啓 発 に 取 り 組 む こ と 。  

⑵   Ｓ Ｄ Ｇ ｓ の 推 進 に 関 し 、現 に 実 施 し 、又 は 実 施 す る 予 定 で あ る 取

組 の 内 容 を 宣 言 書 に 記 載 し て い る こ と 。  

⑶  現 に 実 施 し 、 又 は 実 施 す る 予 定 で あ る 取 組 の 内 容 が 明 確 で あ り 、

そ の 内 容 が 富 士 宮 市 の 地 域 課 題 の 解 決 に 資 す る も の で あ る こ と 。  

⑷  市 に 納 付 す べ き 税 等 を 滞 納 し て い な い こ と 。  

⑸  暴 力 団 、 そ の 他 反 社 会 的 団 体 又 は そ れ ら に 関 連 す る 事 業 者 で な い

こ と 。  

⑹  法 令 も し く は 公 序 良 俗 に 反 す る 活 動 を し な い こ と 。  

４  富 士 山 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 推 進 パ ー ト ナ ー ロ ゴ の 使 用  

 前 項 に 定 め る パ ー ト ナ ー は 、 別 に 定 め る 富 士 山 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 推 進 パ ー ト

ナ ー ロ ゴ の 利 用 規 約 を 遵 守 し た う え で 、パ ー ト ナ ー が 発 行 す る 印 刷 物 、

ホ ー ム ペ ー ジ 等 に 、 富 士 山 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 推 進 パ ー ト ナ ー ロ ゴ を 使 用 す る こ



 
 

と が で き る 。  

５  申 込 方 法  

⑴   第 ２ 項 の 規 定 に よ り 市 の ホ ー ム ぺ ー ジ 等 で Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 宣 言 の 公 表

を 希 望 す る 事 業 の 対 象 者 は 、「 富 士 山 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 推 進 パ ー ト ナ ー 宣 言

書 （ 様 式 １ ）」（ 以 下 「 宣 言 書 」 と い う 。） を 市 に 提 出 す る も の と す

る 。  

⑵   市 は 、希 望 者 か ら 提 出 さ れ た 宣 言 書 の 内 容 を 確 認 し た 上 で 、パ ー

ト ナ ー と し て 適 当 と 認 め る 場 合 は 、宣 言 書 を 市 の ホ ー ム ペ ー ジ に 掲

載 し 、富 士 山 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 推 進 パ ー ト ナ ー 登 録 証（ 以 下「 登 録 証 」と い

う 。） を 交 付 す る も の と す る 。  

⑶    宣 言 書 は 、 原 則 と し て 事 業 所 ご と に 提 出 す る も の と す る 。  

６  取 組 の 報 告 等  

⑴   前 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ り 、登 録 証 を 交 付 さ れ た パ ー ト ナ ー は 、市

が 求 め る と き に 、 取 組 の 達 成 状 況 に つ い て 、「 富 士 山 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 推 進

パ ー ト ナ ー 取 組 状 況 報 告 書 （ 様 式 ２ ）」 に よ り 、 市 に 報 告 す る も の

と す る 。  

⑵   パ ー ト ナ ー は 、宣 言 書 の 取 組 内 容 に 変 更 又 は 廃 止 が 生 じ た 場 合 に

は 、そ の 都 度 、「 富 士 山 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 推 進 パ ー ト ナ ー 登 録 事 項（ 変 更・廃

止 ） 届 出 書 （ 様 式 ３ ）」 に よ り 、 市 に 報 告 す る も の と す る 。  

７  公 表 の 中 止  

市 は 、 パ ー ト ナ ー が 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め る と き

は 、 市 の ホ ー ム ペ ー ジ へ の 掲 載 を 取 り や め る と と も に 、 登 録 証 を 返 還

さ せ る も の と す る 。  

⑴   第 ３ 項 各 号 に 掲 げ る 全 て の 要 件 に 該 当 し な い こ と と な っ た と き 。 

⑵   第 ６ 項 第 １ 号 の 規 定 に よ る 報 告 を 連 続 す る ２ 年 に わ た り 怠 っ た

と き 。  

⑶   前 ２ 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 市 が 必 要 と 認 め た と き 。  

８  雑 則  

こ の 要 領 に 規 定 す る も の の ほ か 、事 業 の 実 施 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、

別 に 定 め る 。  



 
 
 

附 則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


